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新旧対照表 

【輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて（平成 22 年２月 12 日蔵関第 142 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱い

について 

 

標記のことについては、下記のとおり定めたので、平成 22 年２月 21 

日から、これにより実施されたい。 

 

この場合において、この通達に定めのないものについては、関税法基本

通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）その他関税関係通達の定めると

ころによる。また、輸出入・港湾関連情報処理システム（以下「システム

」という。）の具体的な取扱いについては、別途、電算関係税関業務事務

処理要領を事務連絡により定めることとしたので、これによることとされ

たい。 

なお、この通達の実施に伴い、「輸出入・港湾関連情報処理システムを

使用して行う税関関連業務の取扱いについて」（平成 11 年 10 月７日付蔵

関第 801 号）及び「航空貨物通関情報処理システムを使用して行う税関関

連業務の取扱いについて」（平成 13 年９月 25 日蔵関第 781 号）は、廃止

する。 

 

記 

 

第１章～第４章（省略） 

第５章 輸入通関関係 

第１節 輸入申告 

（輸入申告事項の登録） 

１－１  輸入申告（特例申告貨物（法第７条の２第２項に規定する特例申

告貨物をいう。以下同じ｡）の輸入申告、製造済外国貨物（法第 58 条

の２に規定する製造済外国貨物をいう。以下同じ。）の移出輸入申告又

は総保出輸入申告（以下この章において「移出（総保出）輸入申告」と

いう。）並びに関税法基本通達 67－４－６に規定するマニフェスト等に

よる輸入申告を除く。）及び輸入申告に併せて行う関税等の納税申告並

びに輸入許可前引取承認申請（以下この節からこの章第６節まで及びこ

の章第 15 節において「輸入申告」という｡）を行う者及びその代理人

輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱い

について 

 

標記のことについては、下記のとおり定めたので、平成 22 年２月 21 

日から、これにより実施されたい。 

 

この場合において、この通達に定めのないものについては、関税法基本

通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）その他関税関係通達の定めると

ころによる。また、輸出入・港湾関連情報処理システム（以下「システム

」という。）の具体的な取扱いについては、別途、電算関係税関業務事務

処理要領を事務連絡により定めることとしたので、これによることとされ

たい。 

なお、この通達の実施に伴い、「輸出入・港湾関連情報処理システムを

使用して行う税関関連業務の取扱いについて」（平成 11 年 10 月７日付蔵

関第 801 号）及び「航空貨物通関情報処理システムを使用して行う税関関

連業務の取扱いについて」（平成 13 年９月 25 日蔵関第 781 号）は、廃止

する。 

 

記 

 

第１章～第４章（同左） 

第５章 輸入通関関係 

第１節 輸入申告 

（輸入申告事項の登録） 

１－１  輸入申告（特例申告貨物（法第７条の２第２項に規定する特例申

告貨物をいう。以下同じ｡）の輸入申告、製造済外国貨物（法第 58 条

の２に規定する製造済外国貨物をいう。以下同じ。）の移出輸入申告又

は総保出輸入申告（以下この章において「移出（総保出）輸入申告」と

いう。）並びに関税法基本通達 67－４－６に規定するマニフェスト等に

よる輸入申告を除く。）及び輸入申告に併せて行う関税等の納税申告並

びに輸入許可前引取承認申請（以下この節からこの章第６節まで及びこ

の章第 15 節において「輸入申告」という｡）を行う者及びその代理人
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 2  

改正後 改正前 

である通関業者（以下この節において「通関業者等」という｡）がシス

テムを使用して輸入申告を行う場合は、当該輸入申告に先立ち、次のい

ずれかの方法により輸入申告事項の登録を行うことを求めるものとす

る。 

なお、納税義務者が、MPN 利用方式又はリアルタイム口座振替方式に

よる関税等の納付を希望する場合には、税関手続オンライン化省令第５

条第１ 項の規定に基づき、当該納付を行いたい旨のコードをシステムに

併せて入力するものとする。 

⑴ 「輸入申告事項登録」業務を利用して必要事項を入力して登録する

方法 

⑵ 「輸入申告事項呼出し」業務を利用して輸入申告事項の登録に必要

な項目を呼び出した上で、必要事項を入力して登録する方法 

また、TPP11 協定第２章第Ｂ節及び付録Ｃに規定する「関税率の差異

」のある産品について、譲許されている税率のうち、最高税率の適用を

受けようとする場合は記事欄にその旨を記載することとする。 

 

１－２（省略） 

１－３（省略） 

 

（輸入申告時の関係書類等の提出） 

１－４ 前項の規定により通関業者等に「輸入申告等控情報」（審査区分が

簡易審査扱い（区分１）で輸入許可となった場合は「輸入許可等通知情

報」。以下この項において同じ｡）が配信されたときの関係書類の提出の

取扱いは以下のとおりとする。 

⑴ （省略） 

⑵ 簡易審査扱い（区分１）となった輸入申告の場合 

（省略） 

イ～ロ（省略） 

ハ EPA 税率（経済連携協定（暫定法第７条の７に規定する経済連携

協定をいう。）における関税についての特別の規定による便益による

税率をいう。）の適用を受けようとする貨物に係る関税法施行令（昭

和 29 年政令第 150 号）第 61 条第１項第２号イ⑴に規定する締約

である通関業者（以下この節において「通関業者等」という｡）がシス

テムを使用して輸入申告を行う場合は、当該輸入申告に先立ち、次のい

ずれかの方法により輸入申告事項の登録を行うことを求めるものとす

る。 

なお、納税義務者が、MPN 利用方式又はリアルタイム口座振替方式に

よる関税等の納付を希望する場合には、税関手続オンライン化省令第５

条第１ 項の規定に基づき、当該納付を行いたい旨のコードをシステムに

併せて入力するものとする。 

⑴ 「輸入申告事項登録」業務を利用して必要事項を入力して登録する

方法 

⑵ 「輸入申告事項呼出し」業務を利用して輸入申告事項の登録に必要

な項目を呼び出した上で、必要事項を入力して登録する方法 

 

 

 

 

１－２（同左） 

１－３（同左） 

 

（輸入申告時の関係書類等の提出） 

１－４ 前項の規定により通関業者等に「輸入申告等控情報」（審査区分が

簡易審査扱い（区分１）で輸入許可となった場合は「輸入許可等通知情

報」。以下この項において同じ｡）が配信されたときの関係書類の提出の

取扱いは以下のとおりとする。 

⑴ （同左） 

⑵ 簡易審査扱い（区分１）となった輸入申告の場合 

（同左） 

イ～ロ（同左） 

ハ EPA 税率（経済連携協定（暫定法第７条の７に規定する経済連携

協定をいう。）における関税についての特別の規定による便益による

税率をいう。）の適用を受けようとする貨物に係る関税法施行令（昭

和 29 年政令第 150 号）第 61 条第１項第２号イ⑴に規定する締約
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改正後 改正前 

国原産地証明書若しくは同号イ⑵に規定する締約国原産品申告書

（この項において「締約国原産地証明書等」といい、同条第４項及

び第８項において輸入申告の際に提出することとされているものを

含む。）又は特恵税率（暫定法第８条の２第１項又は第３項に規定す

る税率をいう。以下同じ。）の適用を受けようとする貨物に係る関税

暫定措置法施行令（昭和 35 年政令第 69 号）第 27 条第１項に規定

する原産地証明書の提出を要する輸入申告（当該貨物が特例輸入者

に係る特例申告貨物である場合を除くものとし、特例委託輸入者に

係る特例申告貨物については、当該輸入申告の依頼を受けた認定通

関業者が締約国原産地証明書等又は原産地証明書の確認を的確に行

っていないことその他の理由により関税の徴収の確保に支障がある

と認められる場合に限る。） 

なお、関税法施行令第 61 条第１項第２号イ⑵に規定する締約国

原産品であることを明らかにする書類の取扱いについては、関税法

基本通達 68－５－11 の４の規定に準じて行うものとし、同項⑵ハ

(ｲ)の完全に得られる産品又は完全に生産される産品の場合には、輸

入申告書の記事欄に「EPA WO」の入力を行うものとする。 

 

 

以 上 

 

（別表） 

汎用申請対象手続一覧 

 

【通関・収納・評価・関税鑑査官・通関業監督官関係】 

手続名称 根拠法令等 

（省略） （省略） 

輸入期間延長承認申請（加工組

立減税） 
（省略） 

国原産地証明書若しくは同号イ⑵に規定するオーストラリア協定原

産品申告書（この項において「締約国原産地証明書等」といい、同

条第４項及び第８項において輸入申告の際に提出することとされて

いるものを含む。）又は特恵税率（暫定法第８条の２第１項又は第３

項に規定する税率をいう。以下同じ。）の適用を受けようとする貨物

に係る関税暫定措置法施行令（昭和 35 年政令第 69 号）第 27 条第

１項に規定する原産地証明書の提出を要する輸入申告（当該貨物が

特例輸入者に係る特例申告貨物である場合を除くものとし、特例委

託輸入者に係る特例申告貨物については、当該輸入申告の依頼を受

けた認定通関業者が締約国原産地証明書等又は原産地証明書の確認

を的確に行っていないことその他の理由により関税の徴収の確保に

支障があると認められる場合に限る。） 

なお、関税法施行令第 61 条第１項第２号イ⑵に規定するオース

トラリア原産品であることを明らかにする書類の取扱いについて

は、関税法基本通達 68－５－11 の４の規定に準じて行うものと

し、同項⑵ハ(ｲ)のオーストラリア協定第３・３条に規定する完全に

得られる産品の場合には輸入申告書の記事欄に「JAEPA WO」の入力

を行うものとする。 

 

以 上 

 

（別表） 

汎用申請対象手続一覧 

 

【通関・収納・評価・関税鑑査官・通関業監督官関係】 

手続名称 根拠法令等 

（同左） （同左） 

輸入期間延長承認申請（加工組

立減税） 
（同左） 
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改正後 改正前 

再輸入期間延長承認申請（加工

又は修繕貨物）（経済連携協定） 

暫定法第８条の７ 

暫定令第 31 条の３第２項（定率

令第５条の３を準用） 

暫定基８の７－７ 

（省略） （省略） 

加工組立輸出貨物確認申請 暫定法第８条第１項 

暫定令第 22 条第１項及び第２項 

暫定基８－４⑴及び⑶ 

加工修繕輸出貨物確認申請（経

済連携協定） 

暫定法第８条の７ 

暫定令第 31 条の３第１項（暫定

令第 22 条第１項及び第２項を準

用） 

暫定基８の７－２⑴及び⑶ 

加工修繕輸出貨物確認申請 定率法第 11 条 

定率令第５条第１項 

定率基 11－３⑴及び⑵ 

（省略） （省略） 

加工又は組立てに係る製品の減

税申請 

暫定法第８条第１項 

暫定令第 23 条第１項 

暫定基８－５ 

加工又は修繕のため輸出された

貨物の免税申請（経済連携協定

） 

暫定法第８条の７ 

暫定令第 31 条の３第１項（暫定

令第 23 条第１項を準用） 

暫定基８の７－３ 

加工又は修繕のため輸出された

貨物の減税申請 

定率法第 11 条 

定率令第５条の２第１項 

定率基 11－４ 

（省略） （省略） 

（削除） （削除） 

（新規） （新規） 

（同左） （同左） 

加工修繕輸出貨物確認申告 定率法第 11 条 

定率令第５条 

定率基 11－３⑴ 

（新規） （新規） 

加工組立輸出貨物確認申告 暫定法第８条第１項 

暫定令第 22 条第１項 

暫定基８－４⑴ 

（同左） （同左） 

（新規） （新規） 

（新規） （新規） 

加工又は修繕のため輸出された

貨物の減税申請 

定率法第 11 条 

定率令第５条の２ 

定率基 11－４ 

（同左） （同左） 

加工又は組立てに係る製品の明

細書の提出 

暫定法第８条第１項 

暫定令第 23 条 

暫定基８－５ 
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（省略） （省略） 

時間外執務要請届（通関） （省略） 

賦課決定の請求 暫定法第 12 条の３第１項 

暫定令第 37 条の２第１項 

暫定基 12 の３－１ 

（省略） （省略） 

 

 

【保税関係】 

手続名称 根拠法令等 

（省略） （省略） 

製造用原料品に係る製造工場承

認申請 

（経済連携協定に基づく製造用

原料品） 

暫定法第９条の２第１項 

暫定令第33条の４第１項 

暫定基９の２－４ 

（省略） （省略） 

製造工場の承認内容の変更に係

る届出 

（経済連携協定に基づく製造用

原料品） 

暫定基９の２－８ 

（省略） （省略） 

製造用原料品と同種の他の原料

品との混用承認申請 

（経済連携協定に基づく製造用

原料品） 

暫定法第９条の２第４項 

暫定令第33条の６ 

暫定基９の２－12 

（省略） （省略） 

製造用原料品の用途外使用等の

承認申請 

（経済連携協定に基づく製造用

原料品） 

暫定法第９条の２第６項ただし

書 

暫定令第33条の８ 

暫定基９の２－16 

（省略） （省略） 

（同左） （同左） 

時間外執務要請届（通関） （同左） 

（新規） 

 

（新規） 

 

（同左） （同左） 

 

 

【保税関係】 

手続名称 根拠法令等 

（同左） （同左） 

製造用原料品に係る製造工場承

認申請 

（オ－ストラリア協定に基づく

製造用原料品） 

（同左） 

（同左） （同左） 

製造工場の承認内容の変更に係

る届出 

（オ－ストラリア協定に基づく

製造用原料品） 

（同左） 

（同左） （同左） 

製造用原料品と同種の他の原料

品との混用承認申請 

（オ－ストラリア協定に基づく

製造用原料品） 

（同左） 

（同左） （同左） 

製造用原料品の用途外使用等の

承認申請 

（オ－ストラリア協定に基づく

製造用原料品） 

（同左） 

（同左） （同左） 
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製造用原料品等の亡失に係る届

出 

（経済連携協定に基づく製造用

原料品） 

暫定法第９条の２第７項ただし

書 

暫定令第33条の９第１項 

暫定基９の２－18 

（省略） （省略） 

製造用原料品等の滅却の承認申

請 

（経済連携協定に基づく製造用

原料品） 

暫定法第９条の２第７項ただし

書 

暫定令第33条の９第２項 

暫定基９の２－18 

（省略） （省略） 

製造用原料品等の譲渡届出 

（経済連携協定に基づく製造用

原料品） 

暫定令第33条の10 

暫定基９の２－20 

（省略） （省略） 
 

製造用原料品等の亡失に係る届

出 

（オ－ストラリア協定に基づく

製造用原料品） 

（同左） 

（同左） （同左） 

製造用原料品等の滅却の承認申

請 

（オ－ストラリア協定に基づく

製造用原料品） 

（同左） 

（同左） （同左） 

製造用原料品等の譲渡届出 

（オ－ストラリア協定に基づく

製造用原料品） 

（同左） 

（同左） （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


